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平成 22 年 11 月 11 日   

株式会社 長野銀行   

 

中小企業等金融円滑化の取組状況等について 

 

長野銀行（頭取 中 條  功）では、銀行業務の社会的責任にかんがみ、中小企業および

住宅資金をお借入のお客さまへの円滑な資金供給を金融機関の最も重要な役割の一つであ

ると位置づけております。｢中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関

する法律（以下、「金融円滑化法」という。）｣の施行後は、今まで以上に積極的に取組んでま

いりましたが、同法第７条の規定に基づき、同法施行後、平成２２年９月末までの当行の中小

企業等金融円滑化の取組状況等について、以下のとおりお知らせいたします。 

なお、６【法第４条に基づく措置の実施状況】および７【法第５条に基づく措置の実施状況】

につきましては、平成２２年１０月２６日に公表いたしました訂正を反映した数値を掲載してお

ります。 

 

１ 【金融円滑化法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する方針の概要】 

 

１． 当行は、お客さまから新規融資・貸出条件の変更のご相談・お申込みを受けた場合は、

真摯に対応し、お客さまの事業の状況、財産の状況および収入の状況等を十分検討し、

可能な限りお客さまのご希望に沿うよう努力致します。 

 

２． 当行は、お客さまからの新規融資・貸出条件の変更のお申込みに対し、過去の貸出条

件の変更等の履歴に拘らず、ご相談に応じ適切な審査を行います。 

 

３． 当行は、お取引先企業から要請があった場合は、経営改善計画の策定をご支援いたし

ます。また、経営改善計画の進捗状況を確認させていただくとともに、必要な経営指導・助

言を行います。 

 

４． 他金融機関等からも借入れを行っているお客さまから貸出条件変更のお申込みがあっ

た場合は、守秘義務に留意しつつ、お客様の同意を前提に、金融機関間で相互に情報の

確認を行うなど、緊密な連携を図るよう努めます。 

 

５． お客さまからの新規融資・貸出条件の変更のお申込みに対して、やむを得ずお断りする

場合は、その理由を可能な限り具体的かつ丁寧にご説明します。 

 

６． お客さまから新規融資・貸出条件の変更等に関するご相談・ご要望・苦情を受けた場合

は、真摯に受け止め、適切かつ十分に対応するとともに、たゆまぬ改善に努めます。 
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２ 【金融円滑化法第４条及び第５条の規定に基づく措置の実施に関する体制の概要】 

１．金融円滑化委員会  委員長：中條功(頭取) 委員：本部関連部長 

・ 主な業務内容 ： 金融円滑化に係る施策の企画立案・促進など 

２．金融円滑化推進チーム 

金融円滑化管理責任者：金子英雄（常務取締役融資統括部長）

構成員：融資統括部内専門担当者ほか 

・ 主な業務内容 ： 貸出条件の変更等のご相談に対する円滑な対応を行うための体制

整備など、ご相談に迅速に対応するための営業店支援・条件変更等

の対応状況の進捗把握 

３．金融円滑化に関する苦情相談窓口(専用窓口) 

相談窓口 ： コンプライアンス部お客さま相談室 

・ 主な業務内容 ：  貸出条件の変更等に係るお客さまからの苦情相談の直接対応 

４．すべての営業店（出張所を除く）において「金融円滑化責任者」・「金融円滑化担当者」を

任命し、本部と各営業店との連携を緊密に図るとともに、迅速かつ的確、丁寧な対応を行

ってまいります。 

 

３ 【金融円滑化法第４条及び第５条の規定に基づく措置の状況を適切に把握するための体

制の概要】 

１．各営業店は、お客さまから貸出条件の変更等のお申込みがあった場合は、もれなく記録

し、進捗状況を管理致します。（ローンプラザでは、住宅資金に関する貸出条件の変更等

のお申込みを受け付けます。この場合は、お取引の営業店に取り次ぎいたします。）お申込

みの受付においては、ご希望される貸出条件の変更等の内容、お申込みに至る経緯、他

行を含めたお借入れの状況等をお伺いします。 

２．営業店担当者は、各自が受け付けた貸出条件の変更等のお申込みおよびその検討の進

捗状況について、随時、金融円滑化責任者に報告します。 

３．各営業店の金融円滑化責任者は、貸出条件の変更等の申込みがもれなく記録されてい

るかを点検します。 

４．各営業店の金融円滑化責任者は、案件の進捗状況を点検し、長期化することによりお客

さまに迷惑がかからないよう、担当者を指導します。 

５．各営業店の金融円滑化責任者は、定期的に、貸出条件の変更等のお申込み、応諾、謝

絶および検討の進捗状況を取りまとめ、金融円滑化推進チームに報告します。 

６．金融円滑化推進チームは、各営業店からの報告を取りまとめ、定期的に、金融円滑化委

員会を通じて、取締役会等に報告します。 

７．取締役会等は報告の内容を検証し、必要に応じて、体制の見直し等を含め、金融円滑化

委員会に改善を指示します。 
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４ 【金融円滑化法第４条及び第５条の規定に基づく措置に係る苦情相談を適切に行うため

の体制の概要】 

１．各営業店の金融円滑化責任者・担当者が、貸出条件の変更等に係るお客さまからの苦

情相談に対応してまいります。また、本部においては、コンプライアンス部お客さま相談室に

「金融円滑化苦情相談窓口」を設置し、貸出条件の変更等に係るお客さまからの苦情相

談に直接対応してまいります。 

２．各営業店の金融円滑化責任者・担当者は、お客さまから貸出条件の変更等に係る苦情

相談を受け付けた場合は、その内容を記録し、コンプライアンス部お客さま相談室に報告し

ます。 

３．お申し出があった苦情・相談については、その内容を記録・保存してまいります｡ 

４．金融円滑化委員会は､コンプライアンス部お客さま相談室から貸出条件の変更等に係る

お客さまからの苦情相談の状況について定期的に報告を受け、関連各部と協力して問題

の解決に努めるとともに、各営業店の金融円滑化責任者を通じて営業店を指導・監督しま

す。 

５．金融円滑化委員会は、苦情相談事案の分析、再発防止策の検討を行い、苦情相談事案

の状況とともに取締役会等に報告します。 

６．取締役会等は、再発防止策等が十分であるかを検証し、必要に応じて、体制の見直し等

を含め、金融円滑化委員会に改善を指示します。 

 

５ 【金融円滑化法第４条の規定に基づく措置をとった後において、当該措置に係る中小企業

者の事業についての改善又は再生のための支援を適切に行うための体制の概要】 

１．中小企業のお客さまの経営改善計画の策定・実践を支援してまいります。また、継続的

に、中小企業のお客さまの経営改善計画の進捗状況を確認・検証し、経営改善計画の見

直しを助言、支援するなど、当行のコンサルティング機能を発揮し、きめ細かな対応を行い

ます。 

２．企業再生支援機構、事業再生ＡＤＲ解決事業者、中小企業再生支援協議会などの外部

機関と連携し、様々な再生手法の中から最適な再生手法を活用し、中小企業のお客さま

の再生に取り組んでまいります。 

３．「金融円滑化推進チーム」を中心として経営改善支援に関する営業店の指導、監督を強

化してまいります。ご相談の内容によっては、専門的な部署である融資統括部経営支援担

当が直接お客さまと面談させていただき、経営改善への支援を行います。 

４．取締役会等は中小企業者の事業についての改善又は再生のための支援状況を検証し、

必要に応じて、金融円滑化委員会を通じて改善を指示します。 

５．お客様からの相談に対応できるよう、行員に対する行内研修等を強化し、行員の資質（目

利き能力）向上に努めてまいります。 
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６ 【法第４条に基づく措置の実施状況（別表１から別表４まで）】 

（別表１）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：百万円） 

 平成21年

12月末 

平成22年

３月末 

平成22年

６月末 

平成22年 

９月末 

平成22年 

12月末 

平成23年

３月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の額 
6,066 23,807 37,560 50,846  

うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていなかった貸付債権の額 
4,792 18,432 28,530 38,582  

うち、実行に係る貸付債権の額 3,47１ 15,379 27,045 35,606  

 

 

 うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0  

  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 32 392 659  

   うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0  

  うち、審査中の貸付債権の額 1,303 2,859 768 1,932  

  うち、取下げに係る貸付債権の額 17 162 324 384  

 うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権の額 
1,273 5,374 9,029 12,263  

  うち、実行に係る貸付債権の額 688 4,425 8,147 11,192  

  うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 13 125 213  

   うち、信用保証協会等が債務

の保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の額 

0 7 7 9  

  うち、審査中の貸付債権の額 579 842 443 463  

  うち、取下げに係る貸付債権額 6 92 313 394  

（注）謝絶に係る貸付債権の額には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 667百万円 
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（別表２）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者である場合〕 

（単位：件） 

 平成21年

12月末 

平成22年

３月末 

平成22年

６月末 

平成22年 

９月末 

平成22年 

12月末 

平成23年

３月末 

貸付けの条件の変更等の申込みを受けた

貸付債権の数 
428 1,488 2,422 3,391  

うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていなかった貸付債権の数 
225 772 1,282 1,796  

うち、実行に係る貸付債権の数 136 628 1,149 1,619  

 

 

 うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0  

  うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 3 36 53  

   うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の判

断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0  

  うち、審査中の貸付債権の額 88 126 70 82  

  うち、取下げに係る貸付債権の数 1 15 27 42  

 うち、信用保証協会等による債務の保

証を受けていた貸付債権の数 
203 716 1,140 1,595  

  うち、実行に係る貸付債権の数 127 600 1,008 1,435  

  うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 3 25 35  

   うち、信用保証協会等が債務

の保証を応諾する旨の判断を

示した貸付債権の数 

0 2 2 3  

  うち、審査中の貸付債権の数 75 90 63 65  

  うち、取下げに係る貸付債権の数 1 23 44 60  

（注）謝絶に係る貸付債権の数には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 60件 
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（別表３）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 

（単位：百万円） 

 平成21年

12 月末 

平成22年

３月末 

平成22年

６月末 

平成22年

９月末 

平成22年 

12 月末 

平成23年

３月末 

信用保証協会等による債務の保証を

受けていなかった貸付債権に係る債務

者のうち他の金融機関に対しても法の

施行日以後に貸付けの条件の変更等

の申込みが行われたことを確認するこ

とができた者から、貸付けの条件の変

更等の申込みを受けた貸付債権の額 

1,646 6,856 10,441 11,821  

 うち、実行に係る貸付債権の額 1,287 5,629 9,887 11,138  

  うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の額 

0 0 0 0  

 うち、謝絶に係る貸付債権の額 0 22 155 228  

  うち、他の金融機関により法

の施行日以後になされた貸

付けの条件の変更等の実行

を認識していた場合の貸付

債権の額 

0 4 4 4  

 うち、審査中の貸付債権の額 340 1,155 247 295  

 うち、取下げに係る貸付債権の額 17 49 150 159  

（注）謝絶に係る貸付債権の額には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 181百万円 
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（別表４）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が中小企業者であって、当該中小企業者に対し他の金融機関も貸付債権を有する場合〕 

（単位：件） 

 平成21年

12 月末 

平成22年

３月末 

平成22年

６月末 

平成22年

９月末 

平成22年 

12 月末 

平成23年

３月末 

信用保証協会等による債務の保証を

受けていなかった貸付債権に係る債

務者のうち他の金融機関に対しても

法の施行日以後に貸付けの条件の

変更等の申込みが行われたことを確

認することができた者から、貸付けの

条件の変更等の申込みを受けた貸付

債権の数 

55 293 448 570  

 うち、実行に係る貸付債権の数 35 216 382 503  

  うち、信用保証協会が条件変

更対応保証を応諾する旨の

判断を示した貸付債権の数 

0 0 0 0  

 うち、謝絶に係る貸付債権の数 0 2 16 22  

  うち、他の金融機関により法

の施行日以後になされた貸

付けの条件の変更等の実行

を認識していた場合の貸付

債権の数 

0 1 1 1  

 うち、審査中の貸付債権の数 19 66 34 23  

 うち、取下げに係る貸付債権の数 1 9 16 22  

（注）謝絶に係る貸付債権の数には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 18件 
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７ 【法第５条に基づく措置の実施状況（別表５及び別表６）】 

（別表５）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の額 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：百万円） 

  平成21年 

12月末 

平成22年 

３月末 

平成22年 

６月末 

平成22年 

９月末 

平成22年 

12 月末 

平成23年

３月末 

貸付けの条件の変更等の申込

みを受けた貸付債権の額 
832 2,886 4,315 6,054  

うち、実行に係る貸付債権

の額 
246 1,879 3,218 4,598  

うち、謝絶に係る貸付債権

の額 
0 63 341 459  

うち、審査中の貸付債権の

額 
586 701 387 545  

 

うち、取下げに係る貸付債

権の額 
0 241 368 449  

（注）謝絶に係る貸付債権の額には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 420百万円 

 

 

（別表６）貸付けの条件の変更等の申込みを受けた貸付債権の数 

〔債務者が住宅資金借入者である場合〕 

（単位：件） 

  平成21年 

12月末 

平成22年 

３月末 

平成22年 

６月末 

平成22年 

９月末 

平成22年 

12 月末 

平成23年

３月末 

貸付けの条件の変更等の申込

みを受けた貸付債権の数 
62 224 327 454  

うち、実行に係る貸付債権

の数 
22 143 235 335  

うち、謝絶に係る貸付債権

の数 
0 5 33 39  

うち、審査中の貸付債権の

数 
40 59 28 42  

 

うち、取下げに係る貸付債

権の数 
0 17 31 38  

（注）謝絶に係る貸付債権の額には、次のものを含みます。 

申込日から３ヶ月経過して謝絶とみなされたもの 36件 


